
 

               

 

 

 

 

 

厚生労働省により「リダンダンシーに関する 

新たな補助制度」が新設されました 
 

この度、厚生労働省から通知があり、「リダンダンシーに関する新たな補助制度」が新設

されました。 

これにより、現在検討を進めている、紀の川北部地域への送水管の複線化を実施するにあ

たり、国庫補助金等を活用することが可能となり、市民負担の軽減に繋がります。 

 紀の川北部地域の早期の安定供給に向け、令和５年度の事業着手を目指します。 

 ※これまで県選出国会議員及び厚生労働省に対し、要望活動を続けていました。 

 

〇補助制度新設：水道管路耐震化等推進事業（交付金） 

管路の複線化に対する補助対象事業の新設 

大規模地震による災害等に備え、水の供給のバックアップ体制を確保する

ため、災害等で破損した際に広範囲に影響を与えることとなる河川を横断

する導水管及び送水管の複線化事業について、新たに補助対象とする。 

 

       

担 当 課 水道企画課 

担 当 者 坂 部  

電    話 ４３５－１１２７ 

内  線     ３２１０ 

事 業 費 約25億円

複線化事業

記 者 発 表 

令和４年１２月２３日 


